
11月の休日・夜間診療

●休日昼間　午前９時〜午後５時

日 医療機関名 所在地 問い合わせは
３ 井原医院 見能林町  ☎21−0021

６ 阿南医師会中央病院内 宝 田 町  ☎22−1313

13 阿南医師会中央病院内 宝 田 町  ☎22−1313

20 島内科眼科医院 富 岡 町  ☎22−1147

23 阿南医師会中央病院内 宝 田 町  ☎22−1313

27 けんなんメンタルクリニック 日開野町  ☎23−6522

※市内の休日医療機関は、変更される場合がありますので、
　阿南市医師会（☎22−1313）までお問い合わせください。

●夜間（毎日）の当番　午後5時〜11時
市内の医療機関または阿南医師会中央病院内
※阿南市医師会（☎22−1313）までお問い合わせください。

●小児救急医療体制
24時間365日徳島赤十字病院が小児救急患者を受け入れています。

（事前の電話連絡は不要です。）

軽症でも急いで治療の必要がある場合、市内の医療機関で受診

できます。

　阿南市役所ささゆり連が長崎県島原市の不知火まつ
りに招かれたのは、雲仙普賢岳噴火直後の平成４年
10月のこと。以来、交流は途切れることなく今年で
20回目の秋を迎えました。まつりのにぎわいととも

に復興を成し遂げた島原のまちに、元気な阿波踊りと笑顔を届け続
けてきたささゆり連は、伊島全町運動会や福祉施設への慰問、県外
イベントへの参加など数多くのボランティア活動を展開。平成の歩
みとともに成長し続けるささゆり連の皆さんに改めて深い敬意を表
します。（山田）
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11月の市税

問い合わせは　納税課（☎22−1792）へ

〜 市税の納付は口座振替が安全で便利です 〜

■固定資産税（第４期）

■国民健康保険税（第６期）

納期限は、11月30日㈬です。納め忘れのないようにしましょう。

市税日曜相談窓口（市役所1階納税課・税務課）
11月27日㈰　8:30〜17:00

11月の相談日
日 　開催日　　 時 　時間

所 　場所　　　 問 　問い合わせ先

法律相談（要予約）	 10日㈭

時 　13:30〜16:30　	
所 　市役所１階　市民相談室

問 　市民生活課　☎22−1116
※12月の予約は11月１日から受付。

行政相談　　　　　	 ８日㈫・22日㈫

時 　9:30〜11:30

所 　市役所１階　市民相談室

問 　市民生活課　☎22−1116

登記相談　　　　　	 25日㈮

時 　14:00〜16:00　　 所 　ひまわり会館

問 　市民生活課　☎22−1116

消費生活相談	 　　　　平日開館

時 　9:30〜16:30　　  所 　消費生活センター

問 　消費生活センター　☎24−3251

特設人権相談	 　　　　　９日㈬

時 　13:30〜16:00

所 　桑野公民館

問 　人権・男女参画課　☎22−3094

人権相談　　　　　　	 　30日㈬

時 　13:30〜16:00　　 所 　ひまわり会館１階

問 　人権・男女参画課　☎22−3094

女性の生き方なんでも相談（要予約）

日 　1・8・15・22・29日　 時 　13:00〜17:00

日 　11・25日　 時 　13:00〜16:00

所 　市民会館２階　相談室

問 　男女共同参画室分室　☎22−0361

年金相談（要予約）　　　　　　	 ２日㈬

時 　9:00〜15:30　　　 所 　市商工業振興センター

問 　徳島南年金事務所　☎088−652−1511
※12月の相談日はありません。相談は１カ月前から電話に

よる完全予約制となっています。

健康相談　　　　　　	 　　４日㈮

時 　10:00〜11:00　　 所 　ひまわり会館

問 　保健センター　☎22−1590

栄養相談（要予約）	 　　17日㈭

時 　10:00〜11:00　　 所 　ひまわり会館

問 　保健センター　☎22−1590

子育て家庭教育相談　　　　　　	 13日㈰

時 　9:00〜12:00　　 所 　富岡公民館

問 　教育委員会生涯学習課　☎22−3391

心配ごと相談	 ７日㈪・14日㈪・21日㈪・28日㈪

時 　10:00〜15:00

所 　市民会館内社会福祉協議会

問 　社会福祉協議会　☎23−7288

スポーツ施設11月の休館日
サンアリーナ 7・14・21・28日

那賀川スポーツセンター 2・9・16・24・30日

羽ノ浦総合国民体育館 7・14・21・28日

羽ノ浦健康スポーツランド 7・14・21・28日

人口と世帯数 公共下水道受益者負担金

人口　	77,451	 人	（−11）

（男）	37,357	 人	（＋11）

（女）	40,094	 人	（−22）

世帯数　29,465世帯（＋31）

※平成23年９月末日現在 (　 )内は前月対比

11 月の納期限
・分割納付の第２期

　　　　　　（11月30日㈬）

問い合わせは
下水道課（☎22−1796へ）
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